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　広島県健康福祉局　

Ⅰ　特定健康診査・特定保健指導

1　各種健診について

　■　平成 20年 4 月からの健診制度

　　・市町が住民に対して実施していた基本健康診査は、平成 20年度から医療保険者（被用者保険、国民健
康保険等）が40歳～74歳の者に実施を義務付けられた「特定健康診査・特定保健指導」になりました。

　　・75 歳以上の者（後期高齢者）に対しては、後期高齢者医療広域連合から委託を受けた市町が、健
康診査を行います。

　■　県内の医療機関（個別健診）における各種健診の契約形態（例）

健診種別 契約形態

特定健康診査
（40 歳～74 歳）

医療保険者（義務：高齢者の医療の確保に関する法律）
➢市町国民健康保険
　　集合契約（国民健康保険団体連合会と県医師会が契約）
　　個別契約（集団健診機関等と契約）
➢被用者保険の被扶養者・国保組合
　　集合契約（代表保険者と県医師会が契約）
　　個別契約（集合健診機関等と契約）
➢被用者保険の被保険者
　　個別契約（主に事業主健診で行う）

健康診査
（75 歳以上）

後期高齢者医療広域連合（努力義務：高齢者の医療の確保に関する法律）
　補助を受ける市町が、地区医師会や医療機関と契約

がん検診等
市町の衛生部門（努力義務：健康増進法）
　市町が、地区医師会や医療機関と契約

事業主健診
事業主（義務：労働安全衛生法）
　事業所が、医療機関と契約

注）医療保険者が行う「人間ドック」は、従来どおりの個別契約です。

　■　集合契約の種類

　　・集合契約には、主に全国単位の「A」、都道府県単位の「B」の 2 種類があります。
　　①集合契約A（全国単位）　　　　　　　　　　②集合契約 B（都道府県単位）：県医師会関係

出典：厚生労働省HP「特定健診・保健指導を全国の医療機関等で受診できるための仕組み（集合契約について）」
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2　特定健康診査

　■　特定健康診査の目的

　　　糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化予防のため、メタボリックシンドロームに着目して実施し
ます。

　■　特定健康診査の対象者

　　　40歳（受診年度末時点）～74歳（受診日時点）の医療保険加入者です。治療中の方も対象となり
ます。

　　　なお、以下の厚生労働大臣が定める者は、特定健康診査の対象者から除きます。

1　妊産婦 2　刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者
3　国内に住所を有しない者 4　船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいる者
5　病院又は診療所に 6 ケ月以上継続して入院している者
6　高齢者の医療の確保に関する法律第 55 条第 1 項第 2 号から第 5 号までに規定する施設に入所又
は入居している者

　■　特定健康診査の案内・申込み

①　医療保険者は、対象者へ案内と「受診券」を送付する。
　　受診時に「受診券」と「マイナ保険証又は資格確認書等」を持参することについて記載あり。
　　　【健診前の食事摂取】
　　　健診結果への影響を避けるため、必ず受診者へ案内
　　　○健診が午前の場合、健診前 10 時間以上は水以外の飲食物を摂取しない。
　　　○健診が午後の場合、軽めの朝食後は水以外の飲食物を摂取しない。
　　　○健診前日は、飲酒や激しい運動は控える。
②　受診者は、医療機関や健診機関、市町国保等へ申込等を行う。

　■　医療機関における特定健康診査の流れ：P3～P33

（１）受付
○窓口で、受診券とマイナ保険証又は資格確認書等、健診の内容等を確認する。
○受診者へ問診票を配付。受診者は問診票を記入して窓口へ提出。

（２）特定健康診査の実施
○基本的な健診項目：必須。
○詳細な健診項目：当該年度の健診結果等が「基準に該当」かつ「医師が必要と認めた」場合。
※追加健診４項目：市町国保は必須。（全員実施）

（３）受診者負担の徴収
○受診券を確認し、受診者負担がある場合は、窓口で徴収する。

（４）健診結果等のデータファイル作成
○標準的な電子化ファイルの様式で作成。（健診結果と請求関係ファイル）
※自院で作成できない場合は、代行入力機関を活用して作成。

（５）費用の請求・決済
○電子化ファイルを支払代行機関へ提出。
※提出先：社会保険診療報酬支払基金又は広島県国民健康保険団体連合会

（６）受診者に対して健診結果の通知、情報提供
○受診者への結果通知票を配付（送付）して、健診結果の説明等を実施。
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　医療機関における特定健康診査の流れ　

（1）受付

①　医療機関で「受診券」「マイナ保険証又は資格確
認書等」を確認する。

⇒「受診券」の未提出者には、健診を実施しないでください。※

②　契約している医療保険者であることを確認する。 ⇒ 医療保険者と契約区分（集合B、集合A、個別）を確認。

③　医療保険者が契約している健診内容を確認する。 ⇒ 不明な点は「受診券」の医療保険者へ問い合わせる。

④　問診票を配付し、記入してもらう。 ⇒ 受診者が持参している場合もある。

⑤　医療機関で「受診券」を受理する。 ⇒ 重複受診の防止のため「受診券」は返却しない。

※ P32　2（5）■費用決済の基本的な取扱いを参照。

　■　医療保険者名と契約とりまとめ機関名を確認

○「集合契約B」機関では受診できない方がいますので、受診券を→に沿って確認してください。

◆ 全国組織関係「集合契約 A」の契約や個別契約がある医療

機関は、受診券の「契約とりまとめ機関名」で契約している

集合契約の記号の有無を確認してください。

日本人間ドック学会／日本病院会 ⇒ ド／日

日本総合健診医学会 ⇒ 総 

全日本病院協会 ⇒ 病 

全国労働衛生団体連合会 ⇒ 全 

結⇒会防予核結

予防医学事業中央会 ⇒ 予 

上記の６団体全て ⇒ （例）健保連集合 A

個 別 契 約 ⇒ 個別

「契約とりまとめ機関名」欄に「集合Ｂ」の記載を確認

広島県医師会関係「集合契約B」で

は実施できません。

受診券に契約している

｢集合契約A」の記号あり

「集合契約A」または

「個別契約」で実施

「集合B」なし「集合B（広島県除く）」あり「集合B」あり

県内市町国民健康保険（市町国保） 国保組合・共済組合・健保組合 

全国健康保険協会（協会けんぽ） 

受診券の内容を確認 

（ を参照） 

広島県医師会関係 

「集合契約 B」の 

医療機関において 

受 診 可 

（2）契約とりまとめ機関名の確認

Ｐ○

　■　集合契約と個別契約がある場合の対応

○全国組織関係の「集合契約A」及び広島県医師会の「集合契約B」を契約している機関は、健診
項目が同じ場合は、「集合契約A（単価が低い方）」で実施する。
　（例：契約とりまとめ機関名に、「集合B」「ド/日」の記載があり、どちらも契約している場合など）
　健診項目が異なる場合は、受診者に選択してもらい、その項目・料金で実施する。
○「集合契約A又は B」と個別契約がある機関は、個別契約を優先する。
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　■　受診券の内容を確認

○医療保険者によって、受診券の様式が異なる場合があります。

【出典：厚生労働省ＨＰ 特定健康診査・特定保健
指導の受診券・利用券について】

                 

①

②

③

④

⑤

⑥

① 氏名・性別・生年月日

・受診券とマイナ保険証又は資格確認書等

と一致しているか。

・受診時に75歳以上の方は実施できません。

② 有効期限

・受診日が、有効期限を過ぎた受診券は、

利用できません。

③ 窓口での自己負担

・受診者に自己負担額がある場合は、費

用が必要なことを説明して徴収する。

・斜線の場合は、自己負担額は無料。

・県内全ての市町国保は、自己負担額は

ありません（無料）。

・全国健康保険協会（協会けんぽ）の場合

は、医療保険者にご確認ください。

④ 保険者電話番号

・受診券について問い合わせ先。

⑤ 保険者番号・名称

・受診券とマイナ保険証又は資格確認書等

の保険者名が異なる場合は、実施できま

せん。

・全国健康保険協会（協会けんぽ）は、受診券

とマイナ保険証又は資格確認書等の記号と番

号が異なる場合は実施できません。

⑥ 受診者の住所を確認

（未記入の場合は記入を依頼。結果送付等に用いる。） 

《必ず、受診券を受理・保管してください。》 

（※重複受診防止のため「受診券」は返却しない。）

特定健康診査を実施

対象： 40 歳（受診年度末時点）～74 歳（受診日時点）の方 
（治療中の方も対象） 

○例

（
オ
モ
テ
面
）

（
ウ
ラ
面
）
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（2）特定健康診査の実施

　P39～「令和 6 年度以降における特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに健診実施機関等に
より作成された記録の取扱いについて」（厚生労働省）を、必ず確認してください。

　■　基本的な健診

○全ての健診項目を実施します。未実施の項目がある場合は、費用の請求はできません。※ 8

内　　容

問　　 診
（既往歴等）

質問票※ 1（P11 参照）を確認
　・脂質異常症、高血圧症、糖尿病に係る薬剤治療の有無
　・喫煙習慣※2

身 体 計 測 身長・体重・腹囲・BMI※ 3

血 圧 測 定 血圧
診 察 理学的検査（身体診察）自覚症状及び他覚症状の有無

血 液 検 査

血 中 脂 質
中性脂肪※ 4・HDLコレステロール・LDLコレステロール（又はNon-HDL
コレステロール）※5

肝 機 能 AST（GOT）・ALT（GPT）・γ－GT（γ－GTP）

血 糖
ア 検査前の絶食後 10 時間以上……⇒ 空腹時血糖
イ 検査前の絶食後 10 時間未満……⇒ ヘモグロビンA1c（NGSP 値）
ウ 絶食後 3.5 時間～10時間未満 ⇒ ヘモグロビンA1cを実施しない場合は、随時血糖※6

尿 検 査 尿糖・尿蛋白※7

※ 1　服薬歴や喫煙状況等の把握は必須であるため、質問票等を活用して状況を把握する。
※ 2　喫煙習慣は、次の条件 1 と条件 2 の両方を満たした場合は「はい（吸っている）」、条件 2 のみを満たす場合は「以前は吸っ

ていたが、最近 1 か月は吸っていない」、それ以外は「いいえ（吸っていない）」とする。
　　　　条件 1「最近 1 か月間吸っている」
　　　　条件 2「生涯で 6 か月間以上吸っている、又は合計 100 本以上吸っている」
※ 3　BMI：体重（kg）÷｛身長（m）×身長（m）｝
※ 4　やむを得ず空腹時（絶食 10 時間以上）以外で中性脂肪を測定する場合は、随時中性脂肪による血中脂質検査でも可。
※ 5　中性脂肪が 400mg/dl 以上又は食後採血の場合、LDLコレステロールに代えてNon-HDL コレステロールの測定でも可。
※ 6　やむを得ず空腹時以外に採血を行い、ヘモグロビンA1c（NGSP 値）を測定しない場合は、食直後（食事開始時から 3.5 時

間未満）を除き、随時血糖による血糖検査を可とする。
　　　（市町国保を除く。市町国保はヘモグロビンA1c を一律実施し、上記基準を満たさないので、基本健診で随時血糖は実施で

きません。）
　　　随時血糖を実施して、健診結果データを入力する場合は、検査数値のほかに［3：食後 3.5 時間以上 10 時間未満］と記述す

る必要がある。
　　　【特定健診における血糖検査の優先順位は、1 空腹時血糖、2 ヘモグロビンA1c、3 随時血糖の順。】
※ 7　生理中の女性や、腎疾患等の基礎疾患があるために排尿障害を有している者に限り、尿検査の実施を断念した場合であって

も、特定健診を実施したこととみなす。
　　　健診結果データを入力する場合は、次のいずれかを記述する。
　　　・尿検査の欄は、「測定不可能」という記述を行う。
　　　・尿検査の欄が出現せず、かつ医師の診断（判定）欄に「省略せざるを得なかった理由」を記載する。
※ 8　上記※ 7 を除き、その他の項目については全て実施する。実施されなかった健診項目がある場合は、完全に実施するまで何

度も実施するか、未実施扱いとする。（未実施扱いの場合は、費用は支払われない。）

【出典】特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 4.3 版）厚労省
　　　 標準的な健診・保健指導プログラム（令和 6 年度版）厚労省
　　　「保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する令和 6 年度以降に実施した特定健診等の実施状況に関する結果」厚労省
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　■　詳細な健診

○当該年度の健診結果等※ 3 が、以下の「基準に該当」かつ「医師が必要と認めた」場合に実施します。
　詳細な健診項目を実施した場合は、健診結果に「実施すると判断した理由」を記載します。
基準に該当しない場合や実施理由がない場合は、費用の請求はできません。

基　　準
貧血検査
（ヘマトクリット値、血色素量
及び赤血球数の測定）

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者

心電図検査※ 1

（12 誘導心電図）

当該年度の特定健康診査の結果等において、収縮期血圧140mmHg以上若
しくは拡張期血圧 90mmHg以上又は問診等（自覚症状及び他覚症状の有
無）で不整脈が疑われる者

眼底検査※ 2

当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に
該当した者

血圧 収縮期 140mmHg以上又は拡張期 90mmHg以上

血糖
空腹時血糖値が126mg/dl以上、ヘモグロビンA1c（NGSP値）
が 6.5％以上、又は随時血糖が 126mg/dl 以上

ただし、当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧の基準に該当せ
ず、かつ血糖検査の結果の確認ができない場合、前年度の特定健康診査の
結果等において、血糖検査の基準に該当する者を含む。

血清クレアチニン検査
（eGFRによる腎機能の評
価を含む）

当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に
該当した者

血圧 収縮期 130mmHg以上又は拡張期 85mmHg以上

血糖
空腹時血糖値が100mg/dl以上、ヘモグロビンA1c（NGSP値）
が 5.6％以上、又は随時血糖が 100mg/dl 以上

※ 1　心電図検査は、特定健康診査当日に心電図検査を実施した場合、詳細な健診の項目として実施したこととする。
※ 2　眼底検査は、特定健康診査当日から 1 か月以内に眼底検査を実施した場合、詳細な健診の項目を実施したこととする。
※ 3　当該年度の健診結果等の「等」とは、当該年度の特定健診の実施したことに代えられる他の法令（労働安全衛生法、学校安

全衛生法、人事院規則など）に基づく健診結果を受領した場合が挙げられる。

○留意事項
　医師は、詳細な健診項目を実施する場合は、
　（ア）実施前に、当該項目の対象者に、その理由を明らかにする。
　（イ）実施後に、保険者に、その理由を明らかにする。＊

　　 ＊実施理由は、受診者の性別・年齢等を踏まえ、医師が個別に判断するが、基準に該当すると
いうことだけではないので、健診結果データに「実施すると判断した理由」を明記する。

　　 ＊他の医療機関において実施された最近の検査結果が明らかで、再度検査を行う必要がないと
判断される者、現に糖尿病、高血圧症、脂質異常症、虚血性心疾患、脳血管疾患等の疾患に
より医療機関において管理されている者については、必ずしも詳細な健診を行う必要はない
が、現在の症状等から、医師が必要と認めた場合は実施する。

　　 ＊健康診査（詳細な健診を含む。）の結果から、直ちに医療機関を受診する必要があると判断
された者については、確実な受診勧奨を行い、医療機関において診療報酬により必要な検査
を実施する。

【出典】特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成 19 年厚労省令第 157 号）
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　詳細な健診　簡易フロー図　

項目
基準（当該年度、いずれかに該当）

問診・視診 血圧 血糖

貧血 
･貧血の既往歴を有する者
･貧血が疑われる者

非 

該 

当 

実施 

しない 

血清クレアチニン
（eGFR含む） 

･収縮期 130㎜ Hg以上
･拡張期  85㎜ Hg以上

･空腹時血糖 100mg/dl以上

･ヘモグロビンA1c 5.6%以上
･随時血糖 100mg/dl 以上

12 誘導心電図
※1

･不整脈が疑われる者
･収縮期 140㎜ Hg以上
･拡張期  90㎜ Hg以上

※1 心電図検査は、特定健康診査当日に心電図検査を実施した場合、詳細な健診の項

目として実施したこととする。

眼底（両側）
※2、3

･収縮期 140㎜ Hg以上
･拡張期  90㎜ Hg以上

･空腹時血糖 126mg/dl以上
･ヘモグロビンA1c 6.5%以上
･随時血糖 126mg/dl 以上

※2 眼底検査は、特定健診当日から 1か月以内に実施した場合、詳細な健診と 

して実施したこととする。 

※3 当該年度の健診結果等において、血圧の基準に該当せず、かつ血糖検査の 

結果が確認できない場合、前年度の健診結果等で血糖が基準に該当する者 

を含む。

基準に該当する場合 ⦿

医師が『詳細な健診』の必要性を判断

医師が必要と認める場合

詳 細 な 健 診 （健診結果データに“医師が必要と認めた理由”を記載 ＊）

「基準に該当」かつ「医師が必要と認めた」場合に実施。     該当   非該当・必要ないと判断

⦿�最近の結果が明らかで、再度検査を行う必要がないと判断される者、現に高血圧・心臓病等の疾
患により医療機関において管理されている者は、詳細な健診を行う必要はない。
　（現在の症状等から、医師が必要と認めた場合は実施する。）

⦿�健康診査の結果から、医療機関として直ちに受診する必要がある者については、受診勧奨を行い、
医療機関において、診療報酬により必要な検査を行う。

＊健診結果データへの記載は、電子的様式に制約があるため、「128 文字」以内で記入する。
＊他の法令に基づく健康診断に関する記録の写しが提出された場合、情報ファイルの実施区分欄に
「4：他の健診結果の受領分」と入力し、情報ファイルに、その健診結果を入力する。その場合も、
詳細な健診項目を実施する場合は、詳細な健診の実施基準を満たし、かつ医師が必要と認めて実
施するが、他の法律に基づく健康診断の中には心電図検査など基準や実施理由の必要なく実施さ
れている場合がある。この場合、詳細な健診に該当しないので、「心電図検査（対象者）」、「眼底
検査（対象者）」等の欄に、詳細な健診以外で実施したコードである「0（ゼロ）」を入力する。
　（実施理由欄への入力は不要）
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　市町国保の特定健康診査　

　■　追加健診 4 項目の実施（県内共通）

　　○項目：「貧血」「血清クレアチニン（eGFR含む）」「ヘモグロビン A1c」「血清尿酸」

　　○実施：令和 2 年 4 月 1 日から、県内全ての市町国保で実施しています。

　■　追加健診 4 項目の内容と基準

　　○共通で実施する追加健診は、全て血液検査です。
　　○「貧血」「血清クレアチニン（eGFR含む）」「ヘモグロビンA1c」は、法定項目と同じ内容等とし、

「血清尿酸」は、特定健診の法定外の項目であり、検査機関で基準値が異なるため、下記の値を保
健事業等の参考値とする。

項目 保健指導判定値 受診勧奨判定値

貧血
（血色素量、赤血球数、ヘマトクリット値）

血色素量
　13.0g/dl 以下（男性）
　12.0g/dl 以下（女性）

血色素量
　12.0g/dl 以下（男性）
　11.0g/dl 以下（女性）

血清クレアチニン（eGFR含む） 60ml/ 分 /1.73m2 未満 45ml/ 分 /1.73m2 以下
ヘモグロビンA1c（NGSP 値） 5.6％以上 6.5％以上
血清尿酸 7.0mg/dl 以上 8.0mg/dl 以上

　市町国保の特定健診　簡易フロー図（県内共通）　

　　○受付の窓口：受診券とマイナ保険証又は資格確認書等、年齢（75 歳未満）と有効期限、自己負担
なしを確認。

　　　　　　　　　食後時間（10 時間以上か未満か）、市町国保の独自契約の有無を確認。
　　○必須項目Ⓐ：（全員に実施）『基本的な健診』＋『追加健診 4 項目』
　　　　　　　　　従来どおり『基本的な健診』の血糖は、食後時間で検査項目が決まります。
　　　　　　　　　食後 10 時間以上…「空腹時血糖」、食後 10 時間未満…「ヘモグロビンA1c」
　　　※必須項目Ⓐで、未実施項目がある場合は請求できません。（原則返戻します）

8 

市町国保の特定健康診査 

■ 追加健診４項目の実施（県内共通）

 ○項目：「貧血」「血清クレアチニン（eGFR含む）」「ヘモグロビンA1c」「血清尿酸」 
○実施：令和２年４月１日から、県内全ての市町国保で実施しています。 

■ 追加健診４項目の内容と基準 

 ○共通で実施する追加健診は、全て血液検査です。 
○「貧血」「血清クレアチニン（eGFR 含む）」「ヘモグロビンA1c」は、法定項目と同じ内容等とし、
「血清尿酸」は、特定健診の法定外の項目であり、検査機関で基準値が異なるため、下記の値を 
保健事業等の参考値とする。 

項目 保健指導判定値 受診勧奨判定値 

貧血 
（血色素量、赤血球数、ヘマトクリット値） 

血色素量  
13.0g/dl 以下（男性） 
12.0g/dl 以下（女性） 

血色素量 
12.0g/dl 以下（男性） 
11.0g/dl 以下（女性） 

血清クレアチニン（eGFR 含む） 60ml/分/1.73 ㎡未満 45 ml/分/1.73 ㎡以下 

ヘモグロビン A1c（NGSP 値） 5.6%以上 6.5%以上 

血清尿酸 7.0mg/dl 以上 8.0mg/dl 以上 

市町国保の特定健診 簡易フロー図（県内共通）

 ○受付の窓口：受診券とマイナ保険証又は資格確認書等、年齢（75 歳未満）と有効期限、自己
負担なしを確認。 

         食後時間（10 時間以上か未満か）、市町国保の独自契約の有無を確認。 

 ○必須項目Ⓐ：（全員に実施）『基本的な健診』+『追加健診４項目』 
         従来どおり『基本的な健診』の血糖は、食後時間で検査項目が決まります。 

  食後 10 時間以上･･「空腹時血糖」、 食後 10 時間未満･･「ヘモグロビンA1c」 
  ※ 必須項目Ⓐ で、未実施項目がある場合は請求できません。（原則返戻します） 

            

 問診       血液検査：食後 10 時間以上

 身体計測     血糖検査 □空腹時血糖

  □身長     血中脂質 □中性脂肪  □ＨＤＬコレステロール □ＬＤＬコレステロール

  □体重     肝 機 能 □ＡＳＴ（ＧＯＴ） □ＡＬＴ（ＧＰＴ）    □γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）

  □腹囲     追加健診 □血清尿酸    □ヘモグロビンＡ１ｃ   □★血清クレアチニン（eGFR含む）

  □ＢＭＩ               ★貧血（□赤血球数  □血色素測定  □ヘマトクリット値）

 血圧測定 

□血圧     血液検査：食後 10 時間未満

診察       血糖検査 □ヘモグロビンＡ１ｃ

     □身体診察     血中脂質 □中性脂肪  □ＨＤＬコレステロール □ＬＤＬコレステロール 

尿検査      肝 機 能 □ＡＳＴ（ＧＯＴ） □ＡＬＴ（ＧＰＴ）      □γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）

□尿糖     追加健診 □血清尿酸    □★血清クレアチニン（eGFR含む）

□尿蛋白                  ★貧血（□赤血球数  □血色素測定  □ヘマトクリット値）

○詳細な健診：「基準に該当」かつ「医師が必要と認めた」場合に実施。 
  詳細な健診の基準等については、P○を参照。 

○請求種別の判断（追加健診か、詳細な健診か） 
 追加健診４項目のうち、★「貧血」、★「血清クレアチニン（eGFR 含む）」が、詳細な健診の 

“基準に該当”かつ“医師が必要と認めた場合”は、受診者への保健指導や国への交付申請のため、
詳細な健診で請求し、健診結果データに実施理由を記載する。 
 該当しない場合は、追加健診で請求する。追加健診は、基準や実施理由はありません。 
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　　○詳細な健診：「基準に該当」かつ「医師が必要と認めた」場合に実施。
　　　　　　　　　詳細な健診の基準等については、P6 を参照。
　　○請求種別の判断（追加健診か、詳細な健診か）
　　　　追加健診 4 項目のうち、★「貧血」、★「血清クレアチニン（eGFR含む）」が、詳細な健診の“基

準に該当”かつ“医師が必要と認めた場合”は、受診者への保健指導や国への交付申請のため、
詳細な健診で請求し、健診結果データに実施理由を記載する。

　　　　該当しない場合は、追加健診で請求する。追加健診は、基準や実施理由はありません。
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　市町国保の特定健康診査　

　■　特定健診の内容と請求単価

必須項目Ⓐ ：県内の市町国保の対象者全員に実施（「基本的な健診」＋「追加健診 4 項目」）

　　　　「血糖検査」食後 10 時間以上…基本「空腹時血糖」＋追加「ヘモグロビンA1c」
　　　　　　　　　 食後 10 時間未満…基本「ヘモグロビンA1c」のみ（追加は実施しない）

項　目 食後 10時間以上 食後 10時間未満 請求単価

基本

問　診 既往歴、服薬歴、喫煙習慣 ○ ○

8,734 円

身
体
計
測

身長 ○ ○
体重 ○ ○
腹囲 ○ ○
BMI ○ ○

診　察 理学的検査（身体診察） ○ ○
血　圧 収縮期血圧、拡張期血圧 ○ ○

血
液
検
査

脂質
中性脂肪 ○ ○
HDLコレステロール ○ ○
LDLコレステロール ○ ○

肝機能
GOT（AST） ○ ○
GPT（ALT） ○ ○
γ-GTP（γ-GT） ○ ○

血糖 空腹時血糖 ○
ヘモグロビンA1c※ ○

尿検査 尿糖 ○ ○
尿蛋白 ○ ○

追加
血
液
検
査

ヘモグロビンA1c※ ○ 539 円
血清尿酸 ○ ○ 121 円

貧血
赤血球数 ★ ★

231 円血色素測定 ★ ★
ヘマトクリット値 ★ ★

血清クレアチニン（eGFR含む） ★ ★ 121 円
計 9,746 円 9,207 円

※食後 10 時間未満の場合、ヘモグロビンA1c は『基本』で実施するため、『追加』として実施・請求はできません。
　市町国保はヘモグロビンA1c を一律実施し、実施条件を満たさないため、基本健診で随時血糖は実施できません。
〇実施する項目。
★貧血、血清クレアチニン（eGFR含む）が『詳細』に該当する場合は、『詳細』で請求。非該当の場合は『追加』で請求。

詳細な健診項目Ⓑ、Ⓒ ：◎当該年度の健診結果等が「実施基準に該当」かつ「医師が必要と認めた」場合に実施

項　目 食後 10時間以上 食後 10時間未満 請求単価

詳細 Ⓑ 12 誘導 心電図 ◎ ◎ 1,430 円
Ⓒ 眼底検査（両側） ◎ ◎ 1,232 円

請求金額の算定例

項　目 食後 10時間以上 食後 10時間未満
必須項目Ⓐ 9,746 円 9,207 円
必須項目Ⓐ＋詳細Ⓑ（心電図検査） 11,176 円 10,637 円
必須項目Ⓐ＋詳細Ⓒ（眼底検査） 10,978 円 10,439 円
必須項目Ⓐ＋詳細Ⓑ＋詳細Ⓒ 12,408 円 11,869 円

・必須項目Ⓐは、全て実施済か確認してください。一つでも未実施の項目があれば、原則、返戻します。
・県内全ての市町国保は、自己負担額はありません。（無料）

　　○市町国保によって、独自契約がある場合があります。契約内容を確認してください。



─　 　─ 11

特定健康診査　問診票 様式例

フリガナ 生年月日 年　　月　　日 健診年月日 年　　月　　日

氏　名 性別／年齢 男・女　　　　　歳
特定健康診査
受診券番号

※回答欄の該当する番号に○印を記入してください。

標準的な質問票 別紙 3

質問項目 回答

1-3 現在、aから cの薬の使用の有無＊

1 a．血圧を下げる薬 ①はい　　②いいえ

2 b．血糖を下げる薬又はインスリン注射 ①はい　　②いいえ

3 c．コレステロールや中性脂肪を下げる薬 ①はい　　②いいえ

4 医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれた
り、治療を受けたことがありますか。

①はい　　②いいえ

5 医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれ
たり、治療を受けたことがありますか。

①はい　　②いいえ

6 医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療
（人工透析など）を受けたことがありますか。

①はい　　②いいえ

7 医師から、貧血といわれたことがある。 ①はい　　②いいえ

8 現在、たばこを習慣的に吸っている。
（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、条件 1 と条件 2 を両方
満たす者である。

　条件 1：最近 1 か月間吸っている
　条件 2：生涯で 6 か月間以上吸っている、又は合計 100 本以上

吸っている）

①はい（条件 1 と条件 2 を両方満たす）
②以前は吸っていたが、最近 1 か月間は
吸っていない（条件 2 のみ満たす）
②いいえ（①②以外）

9 20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している。 ①はい　　②いいえ

10 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施 ①はい　　②いいえ

11 日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施 ①はい　　②いいえ

12 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。 ①はい　　②いいえ

13

食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。

①何でもかんで食べることができる
②歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部
分があり、かみにくいことがある
③ほとんどかめない

14 人と比較して食べる速度が速い。 ①速い　②ふつう　③遅い

15 就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある。 ①はい　②いいえ

16 朝昼夕の 3 食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。 ①毎日　②時々　③ほとんど摂取しない

17 朝食を抜くことが週に 3 回以上ある。 ①はい　　②いいえ

18
お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度はどのくらい
ですか。（※「やめた」とは、過去に月 1 回以上の習慣的な飲酒歴
があった者のうち、最近 1 年以上酒類を摂取していない者）

①毎日　　②週 5～6 日
③週 3～4 日　　④週に 1～2 日
⑤月に 1～3 日　　⑥月に 1 日未満
⑦やめた　　⑧飲まない（飲めない）

19 飲酒日の 1 日当たりの飲酒量
日本酒 1 合（アルコール度数 15 度・180ml）の目安：
ビール（同 5 度・500ml）、焼酎（同 25 度・約 110ml）
　ワイン（同 14 度・約 180ml）、ウイスキー（同 43 度・60ml）、
　缶チューハイ（同 5 度・約 500ml、同 7 度・約 350ml）

① 1 合未満　　……② 1～2 合未満
③ 2～3 合未満　④ 3～5 合未満
⑤ 5 合以上
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20 睡眠で休養が十分とれている。 ①はい　　②いいえ

21 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。 ①改善するつもりはない
②改善するつもりである（概ね 6 か月以内）
③近いうちに（概ね 1 か月以内）改善する
つもりであり、少しずつ始めている
④既に改善に取り組んでいる（6 か月未満）
⑤既に改善に取り組んでいる（6 か月以上）

22 生活習慣の改善について、これまでに特定保健指導を受けたことが
ありますか。

①はい　　②いいえ

＊医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。
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（3）受診者負担の確認・徴収

①医療機関の窓口で受診券を確認して、受診者負担（自己負担）があれば徴収します。
②負担率の場合は、単価に負担率を乗じて算出した額とします。（1 円未満の端数は四捨五入）

　■　受診者負担（自己負担）の記載例

　　○例 1：斜線、欄なし
　　　　　　受診者の負担なし。（無料）
　　○例 2：受診者負担●●％
　　　　　　実施機関が提示する料金の●●％が、受診者の負担となります。
　　○例 3：受診者負担◆◆円
　　　　　　実施機関が提示する料金にかかわらず、受診者の負担は◆◆円です。
　　○例 4：保険者負担上限▲▲円
　　　　　　実施機関が提示する料金から▲▲円を引いた残りの金額が、受診者の負担となります。

【出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」第 4.1 版】

図表 38

【出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」第 4.3 版】

（4）健診結果等のデータファイルの作成

①健診結果データファイルと請求用データファイルの作成を行う。
　　⇒事業主健診等の他の健診結果の電子化ファイルの作成は、契約する相手先（事業主）に確認して

ください。
②ファイル様式は、国が提示する標準的な電子化ファイルを活用する。
　　⇒ファイル様式の詳細は、厚生労働省ホームページで確認してください。
　　　▣… …厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/handbook_31132.

html）
　　　▣ フリーソフトの配信ホームページ（https://kenshin-soft.mhlw.go.jp）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/handbook_31132.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/handbook_31132.html
https://kenshin-soft.mhlw.go.jp
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（5）費用の請求・決済

①支払代行機関に電子化ファイル（健診結果データファイル・請求用ファイル）を送付する。
②請求金額は、契約金額（消費税込み）から、各医療保険者が設定した受診者負担額を除いた金額を請
求する。

　■　費用の請求先

医療保険者
国 民 健 康 保 険

（市町国保、国保組合）
被　用　者　保　険

（全国健康保険協会、健保組合、共済等）
支払代行機関 国民健康保険団体連合会 社会保険診療報酬支払基金
特定健康診査 標準的な電子化ファイル様式により、請求ファイルを支払代行機関へ提出

※ 75 歳以上については、国民健康保険団体連合会が請求・支払に対応可能。

　■　費用決済の基本的な取扱い

想定されるケース 取り扱い
健診・保健指導機関において、受診券（利用券）とマイナ保険証又は資格
確認書等を確認しなかった場合（加入者が受診券又は、マイナ保険証又は
資格確認書等を忘れてきた場合において、当該機関の判断で受診を認めた
場合等）

当該機関の責任・負担と
し、保険者からは支払わな
い（機関は全額を受診者
（利用者）に請求）。

健診・保健指導機関において、受診券等に記載された内容と異なる検査・
請求を行った場合（記載されていない上乗せ検査を行い、その費用の一部
を請求した場合等）
健診・保健指導機関において、受診券（利用券）とマイナ保険証又は資格
確認書等を十分に確認したが、不正なものとは見抜けず、そのいずれかが
不正なものであった場合（資格喪失していたものの保険者が回収していな
かった場合や、精巧に偽造されたものであった場合等）

保険者の責任・負担とし、
保険者は定められた費用を
機関に支払い、保険者が受
診者（利用者）に請求。

【出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 4.3 版）」】

（6）受診者に対する健診結果の通知（資料P43 を必ず確認してください。）

　■　結果通知票について

　　○通知方法や通知時期を説明するとともに、結果通知票が「特定保健指導や、来年度の特定健康診
査時に必要となる（来年度 75 歳になる方を除く）」旨を受診者へ説明する。

①「令和 6 年度以降における特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに健診実施機関等により作成さ
れた記録の取扱いについて（資料 P39～）」の別紙様式例等を活用して、受診者に対し、健診結果を
説明する。
②健診結果と併せて、健康な生活習慣について情報提供を行う。
③受診者が再度来院できない場合は、郵送等により結果通知票を送付する。
④特定健康診査実施機関が「かかりつけ医」の場合は、受診者が再度受診した際に結果を配布し、説明
する。
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　■　メタボリックシンドロームの判定

腹　囲 ≧ 85cm（男性）　≧ 90cm（女性）
①脂　質 中性脂肪　150mg/dl 以上または

HDLコレステロール　40mg/dl未満
脂質異常症にかかる薬剤治療

②血　圧 収縮期血圧　130mmHg以上または
拡張期血圧　85mmHg以上または
高血圧症にかかる薬剤治療

③血　糖＊ 空腹時血糖　110mg/dl 以上または
ヘモグロビンA1c　6.0％以上または
糖尿病にかかる薬剤治療
腹囲＋①～③ 2つ以上：該当者
腹囲＋①～③ 1つ：予備群

＊日本内科学会等内科系 8 学会基準に、ヘモグロビン
A1c による検査結果も判定基準に加え、メタボリッ
クシンドローム該当者を判定する。
　メタボリックシンドロームの判定基準は、空腹時血
糖が原則であり、空腹時血糖とヘモグロビンA1c両方
を実施している場合は、空腹時血糖を優先する。随時
血糖のみの場合は、血糖検査は未実施として取扱う。

《参考》特定保健指導の判定基準
・医療保険者が健診結果を基に選定し、対象者に通知します。
・高血圧症、脂質異常症、糖尿病に係る薬剤治療者は除外します。

腹　囲
追加リスク

喫煙※
対象

脂質 血圧 血糖 40～64歳 65～74歳

≧ 85cm（男性）
≧90cm（女性）

2つ以上該当 積極的
支援

動機付け
支援

1つ該当
あり
なし

上記以外で
BMI　25kg/m2

以上

3つ該当 積極的
支援

動機付け
支援

2つ該当
あり
なし

1つ該当

・脂質：中性脂肪 150mg/dl 以上又は随時中性脂肪 175mg/dl 以上又は
HDLコレステロール 40mg/dl 未満

・血圧：収縮期血圧 130mmHg以上又は拡張期血圧 85mmHg以上
・血糖：空腹時血糖 100mg/dl 以上、ヘモグロビンA1c（NGSP 値）

5.6％以上又は随時血糖 100mg/dl 以上
　　　　（特定健診等における血糖検査の優先順位）
　　　　1 空腹時血糖　2 ヘモグロビンA1c　3 随時血糖
・喫煙：喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ない

ことを意味する。
※質問表において「以前は吸っていたが最近 1 か月間は吸っていない」
場合は、「喫煙なし」として扱う。

【出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 4.3 版）」】

　■　参考：健診項目の判定基準
データ基準

単位 備考保健指導
判定値

受診勧奨
判定値

収縮期血圧 ≧ 130 ≧ 140 mmHg 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」に基づ
く拡張期血圧 ≧ 85 ≧ 90 mmHg

空腹時中性脂肪 ≧ 150 ≧ 300 mg/dl
日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライ
ン」及び「老人保健法による健康診査マニュアル」
に基づく

随時中性脂肪 ≧ 175 ≧ 300 mg/dl
HDL コレステロール ＜40 ― mg/dl
LDL コレステロール ≧ 120 ≧ 140 mg/dl
Non-HDL コレステロール ≧ 150 ≧ 170 mg/dl
空腹時血糖 ≧ 100 ≧ 126 mg/dl

日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」等の各判定基
準に基づく

ヘモグロビンA1c（NGSP値） ≧ 5.6 ≧ 6.5 ％
随時血糖＊ ≧ 100 ≧ 126 mg/dl
AST（GOT） ≧ 31 ≧ 51 U/I

日本消化器病学会肝機能研究班意見書に基づくALT（GPT） ≧ 31 ≧ 51 U/I
γ -GT（γ -GTP） ≧ 51 ≧ 101 U/I
eGFR ＜60 ＜45 ml/ 分 /1.73m2 日本腎学会「CKD診療ガイド」に基づく
血色素量
［ヘモグロビン値］

≦ 13.0（男性）
≦ 12.0（女性）

≦ 12.0（男性）
≦ 11.0（女性）

g/dl
WHO貧血の判定基準、人間ドック学会「人間ドック成
績判定及び事後指導に関するガイドライン」に基づく

＊メタボリックシンドロームの判定基準は、空腹時血糖が原則であり、空腹時血糖とヘモグロビンA1c 両方を実施している場合は空腹時血糖を優先
する。随時血糖のみの場合は、血糖検査は未実施として取扱う。随時血糖での判定の場合、「今回は食後採血時の血糖値に基づく判定です。正確に
は 10 時間以上絶食の後に採血する空腹時血糖もしくはヘモグロビンA1c に基づいて判定する必要があります。正常域を超えている場合には医療
機関において正確な判定をしていただくことを推奨します。」と付記する。
※ 1　保健指導判定値：保健指導対象者とする値
　　　受診勧奨判定値：医療機関受診を検討する値
※ 2　健診結果の持つ意義、異常値の程度、年齢等を考慮した上で、医療機関を受診する必要性を個別に医師が判断し、受診者に通知する。（血糖値

が受診勧奨判定値を超えていれば、直ちに医療機関を受診する必要がある。）
※ 3　各学会のガイドラインを踏まえ、健診機関の医師の判断により保健指導を優先して行い、効果が認められなかった場合必要に応じて受診勧奨

を行うことが望ましい。
【出典】：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 4.3 版）」
　　　　厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム（令和 6 年度版）」
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3　特定保健指導

　■　特定保健指導の対象者

　　○健康保持や生活習慣を改善するために、医療保険者が特定保健指導の判定基準（P33 参照）に基
づき、「積極的支援」「動機付け支援」の対象者を選定します。

　　○医療保険者から対象者に連絡（「利用券」などの通知）があり、専門職（医師、保健師、管理栄養
士等）が特定保健指導を行います。

　　○医療機関の窓口では、特定保健指導「利用券」と「マイナ保険証又は資格確認書等」を確認して
ください。

積極的支援 〔３ヶ月以上の継続的な支援〕

・対象者が、自らの健康状態や生活習慣の改善点等を自覚し、生活習慣の改善に向けた

自主的な取組を継続できるように支援する。

・初回に専門職による面接を行い、3 ヶ月以上の継続的な支援を実施する。

初回の面接：個別支援（1 人当たり20 分以上）又は 

グループ支援（1 グループおおむね8 名以下、おおむね80 分以上）

継続的支援：実施方法は、個別支援、グループ支援、電話、メール、ＦＡＸ、手紙等、

医療保険者によって組み合わせパターンは異なる。 

※ 2 年連続して積極的支援に該当した者のうち、1 年目に比べて 2 年目の状態が改善している者に 

ついて、2 年目の積極的支援は、動機付け支援相当の支援を実施した場合であっても特定保健指導 

を実施したことになる。（ただし、3 年目も積極的支援に該当した場合は、積極的支援を実施する。） 

※ 初回面接の分割実施や、情報通信技術を活用した遠隔面接及び遠隔支援については、厚生労働省「特

定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第４.１版）」を参照。

動機付け支援 〔原則１回の面接支援〕

・対象者が、生活習慣の改善点・伸ばすべき行動等に気づき、自ら目標を設定し行動に

移すことができるように支援する。

・初回に専門職による面接を、原則 1 回行う。

初回の面接：個別支援（1 人当たり20 分以上）又は

グループ支援（1 グループおおむね8 名以下、おおむね80 分以上） 
※ 初回面接の分割実施や、情報通信技術を活用した遠隔面接及び遠隔支援については、厚生労働省「特
定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第４.１版）」を参照。

専
門
職
に
よ
る
３
ヶ
月
後
の
実
績
評
価

（
独
自
フ
ォ
ロ
ー
、
６
ヶ
月
後
の
評
価
も
可
）

　■　特定保健指導の従事者

　　○特定保健指導の従事者は、高齢者の医療の確保に関する法律により、保健指導に関する専門的知
識及び技術を有する者が実施しなければならないと規定され、実施者と業務の範囲は以下のとお
りです。

保健指導事業
の統括者

初回面接、
計画作成、評価

3ヶ月以上の
継続的な支援

専門的知識
及び技術を
有する者

医師 ◎常勤 ◎ ◎

保健師 ◎常勤 ◎ ◎

管理栄養士 ◎常勤 ◎ ◎

看護師（一定の保健指導の実務経験のある者）※ 2029 年度まで ◎ ◎

専門的知識及び技術を有すると認められる者 ※告示・通知で規定 ◎

【出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 4.3 版）」】
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　■　特定健康診査及び特定保健指導に関する情報

　　○以下のホームページに掲載しています。
　　　▣ 広島県保険者協議会ホームページ（http://www.hiroshima-kokuhoren.or.jp/hokensya）

　■　特定保健指導の利用券

①医療保険者から対象者に、案内や「利用券」が配布されます。
②受診できる特定保健指導実施機関は、契約とりまとめ機関名に
記載されています。
（特定健診受診券と同様に「集合A」、「集合B」、「個別」の記載
があるので、各特定保健指導実施機関は契約内容を確認。）
③利用者は、マイナ保険証又は資格確認書等と「利用券」を実施
機関の窓口に持参し、券面に示された自己負担（医療保険者や
実施機関により金額は異なります。）を支払い、特定保健指導を
受けます。
④必ず、利用券の裏面の注意事項を確認してください。

【出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 4.3 版）」】

　■　特定保健指導の窓口負担額の算定方法（H30 年度以降）
　　○利用券整理番号（11 桁）又はセット券整理番号（11 桁）の先頭から 2 桁（西暦下 2 桁）が「18」

以降で設定されている特定保健指導データについては、当該計算式が適用となります。
　　○請求金額は、医療保険者へ請求する金額です。（1 円未満は四捨五入します。）
　　○支払割合の（　）内の割合は、広島県医師会が集合契約している契約内容です。

計算式

（1）動機付け支援
　　①開始時：初回面接時に自己負担額は全額徴収する。
　　　　請求金額＝（単価－窓口負担額）×支払割合（8/10：開始時）
　　　　　※初回未完了（セット券整理番号のみ）についても同様
　　②実績評価終了後
　　　　請求金額＝（単価－窓口負担額）×支払割合（2/10：終了後）

（2）積極的支援
　　①開始時：初回面接時に自己負担額は全額徴収する。
　　　　請求金額＝（単価－窓口負担額）×支払割合（4/10：開始時）
　　　　　※初回未完了（セット券整理番号のみ）についても同様
　　②実績評価終了後（支払割合 6/10）
　　　　請求金額＝（単価－窓口負担額）－（①開始時の請求金額）

（3）継続的支援を途中で終了した場合
　　　　請求金額＝（単価－窓口負担額）×支払割合（5/10 途中終了時）
　　　　　　　　　　×（実施済ポイント数÷計画上のポイント数）

http://www.hiroshima-kokuhoren.or.jp/hokensya
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（例）積極的支援時の請求について（広島県医師会の集合契約の場合　契約金額 22,407 円）

◆例 1　定額負担：例 自己負担額 3,000円の場合

　　①開始時：初回面接時に保健指導利用者から自己負担額（例 3,000 円）を全額徴収する。
　　　　保険者への請求金額＝（22,407－3,000）×4/10＝7,763 円※　　　※ 1 円未満は四捨五入
　　②実績評価終了後
　　　　保険者への請求金額＝（22,407－3,000）－7,763＝11,644 円
　　③継続的支援（180 ポイント）を途中で終了した場合：例 120 ポイント終了
　　　　保険者への請求金額＝（22,407－3,000）×5/10×（120÷180）＝6,469 円

◆例 2　保険者が負担額の上限を設定：保険者負担額 18,000円の場合

　　①開始時：利用者の自己負担額＝22,407－18,000＝4,407 円
　　　　保険者への請求金額＝18,000×4/10＝7,200 円
　　②実績評価終了後
　　　　保険者への請求金額＝18,000－7,200＝10,800 円
　　③継続的支援（180 ポイント）を途中で終了した場合：例 120 ポイント終了
　　　　保険者への請求金額＝18,000×5/10×（120÷180）＝6,000 円
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　健診結果が揃わない場合の初回面接の分割実施（一部の保険者のみ）　

○健診結果が揃わない場合の初回面接の分割実施
　特定健康診査の受診後早期に面接を行うことで、健康意識が高まっている時に受診者に働きか
けることができるため、全ての検査結果が判明しない場合でも、次のとおり、特定健康診査実施
日から 1 週間以内において初回面接の分割実施を可能とする。
（※健診当日初回面接の実施を届け出た機関のみ）

ア　初回面接 1 回目
　特定健康診査受診当日に、腹囲・体重、血圧、喫煙等の状況から特定保健指導の対象と見込
まれる者に対して、把握できる情報（腹囲・体重、血圧、質問票の回答を含めた既往歴、前年
度の検査結果等）をもとに、専門職が初回面接を行い、行動計画を暫定的に作成する。
イ　初回面接 2 回目
　全ての検査結果が揃った後に、医師が総合的な判断を行った上で、専門職が本人に電話等を
用いて相談しつつ、当該行動計画を完成する。初回面接を分割して実施した場合は、初回面接
2 回目に引き続いて同一日に継続的な支援を実施することも可能である。初回面接を分割して
実施する場合の初回面接 2 回目は、初回面接 1 回目の実施後、遅くとも 3 ヶ月以内に実施す
る。

　初回面接を分割して実施した場合は、積極的支援及び動機付け支援の実績評価は、行動計画の策
定が完了する初回面接 2 回目から起算して 3 ヶ月以上経過後とする。

・※特定健診実施日を 0 日とし、7 日後までを 1 週間とする。
・※専門職とは、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者である医師、保健師、管理栄養士のことである。
・※ 2 回目は電話、電子メール等も可能とする。

図表 13：初回面接を分割して実施する場合

※１
初回面接

１回目

初回面接

２回目

実績評価

※１
初回面接２回目は、初回面接１回目
の実施後遅くとも３ヶ月以内に実施
する

３ヶ月以上の継続
的な支援

※２
実績評価は、初回面接２回目から起算して３ヶ月
以上経過後に実施する（積極的支援の場合は、３
ヶ月以上の継続的な支援終了後）

※２

（出典：「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 4.3 版）」厚労省）
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（参考）

図表 36：受診券（セット券）の様式（当日から 1 週間以内の初回面接の集合契約の場合）*

受診券整理番号

受診者の氏名 （※カタカナ表記）

性別

生年月日 （※和暦表記）

有効期限 年 月 日

健診内容 ・特定健康診査

・その他（　当日保健指導 ）

窓口での自己負担 特定健診（基本部分）

特定健診（詳細部分）

その他（追加項目）

その他（保健指導）

保険者所在地

保険者電話番号

保険者番号・名称

契約とりまとめ機関名 集合契約Ｂ①、健保連集合Ａ①、健保連集合Ａ② 　〒　○○○－○○○○

支払い代行機関番号 住所

支払代行機関名

保険者負担額上限額　1,000円

負担額又

は負担率

負担額又

は負担率
利用者負担額　1,000円　

保険者負

担上限額

特定健康診査受診券（セット券） 注意事項

20××年　　月　　日交付 １．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

※

９．

10．

11．

この券の交付を受けたときは、すぐに、下記の住所欄にご自宅の住所を自署してくださ

い。（特定健康診査受診結果等の送付に用います。）

特定健康診査を受診するときには、この券を窓口に提出するとともに、以下のいずれ

かにより保険資格の確認を受けてください。

・マイナンバーカードによるオンライン資格確認（受診する施設が対応している場合）

・マイナポータルの保険資格画面の提示

・マイナ保険証と資格情報のお知らせの提示

・資格確認書又は被保険者証

特定健康診査はこの券に記載してある有効期限内に受診してください。

特定健康診査受診結果は、受診者本人に対して通知するとともに、保険者において保

存し、必要に応じ、保健指導等に活用しますので、ご了承のうえ、受診願います。

健診結果（・保健指導結果）のデータファイルは、決済代行機関で点検されることが

ある他、国への実施結果報告として匿名化され、部分的に提出されますので、ご了承

の上受診願います。

被保険者の資格が無くなったときは、５日以内にこの券を保険者に返してください。

不正にこの券を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることもあり

ます。

この券の記載事項に変更があった場合には、すぐに保険者に差し出して訂正を受けて

ください。

特定健康診査の結果特定保健指導の対象となった場合であって、この券を用

いて健診当日から1週間以内に特定保健指導を利用するときは、以下をご注

意ください。

医療機関に受療中の場合、主治医に特定保健指導を受けてもよいかどうかを

確認してください。

窓口での自己負担は、原則、健診当日（特定保健指導開始時）に全額をお支

払い頂きます。なお、全額徴収できない場合は、次回利用時以降にもお支払い

頂きます。

特定保健指導の実施結果は保険者において保存し、必要に応じ、次年度以降

の保健指導等に活用しますので、ご了承の上、受診願います。

○○○　○○○○○○○○

20××

負担額又

は負担率

受診者負担　20％

例

セット券の場合は、

３桁目が「５」

（出典：「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 4.3 版）」厚労省）

※ 2024年度以降に発行される国民健康保険の資格確認書は、「交付者名」として国民健康保険の保険者としての市町村の名称が記載され
るため、受診券又は利用券の保険者名と、資格確認書の交付者名とを照合・確認すること。



─　 　─ 39



─　 　─ 40



─　 　─ 41



─　 　─ 42



─　 　─ 43



─　 　─ 44



─　 　─ 45



─　 　─ 46



─　 　─ 47



─　 　─ 48



─　 　─ 49



─　 　─ 50



─　 　─ 51



─　 　─ 52



─　 　─ 53

　広島県国民健康保険団体連合会　

Ⅱ　特定健康診査・特定保健指導の請求等について（市町国保、国保組合）

1　健診機関の登録、届出

　■　基本情報

　　・広島県国民健康保険団体連合会代行機関番号　　　　「93499028」

　　・担当部署：総務部　保健事業課　事業第一係
　　　　　　　　TEL （082）554－0772／FAX （082）511－9121

　■　年度途中からの参加

　　　集合契約に年度途中から参加される場合は、各地区医師会事務局に連絡してください。
　　　詳細は P95 を参照してください。

　■　健診機関の登録、変更及び情報公開

　　　健診等機関として、支払基金へ登録が必要です。詳細は、支払基金のホームページを参照。
　　　▣ 支払基金（https://www.ssk.or.jp/yoshiki/yoshiki_09_h30t.html）
　　�　支払基金のホームページに、届出に係る基本情報（機関番号、機関名、所在地、ホームページア
ドレス等）が公開されます。また、国保連合会へも基本情報が提供されます。

　■　口座情報の届出

　　　口座情報等については、支払基金と国保連合会へそれぞれ届け出る必要があります。
　　　国保連合会へは、P62の「特定健診等費用の請求及び受領に関する届」を提出してください。

　　�　届出用紙は、国保連合会のホームページで取得可能です。インターネット環境をお持ちでない健
診等機関は、国保連合会担当部署まで連絡してください。※機関コード・口座情報等に変更が生じ
た場合も届出用紙による変更届が必要です。

　　　▣ 国保連合会（http://www.hiroshima-kokuhoren.or.jp）

2　受診券・利用券の記載内容、窓口での取扱い

　■　窓口での取扱い

　　�　集合契約に参加する医療保険者は、対象者に「特定健康診査受診券」、「特定保健指導利用券」を
交付するので、窓口では、必ず契約医療保険者であるかを確認し、併せて「マイナ保険証又は資格
確認書等」で本人確認を行ったうえで、健診・保健指導を実施してください。

　■　請求

　　　支払代行機関名を確認して、請求してください。
　　　（一般的には被用者保険は支払基金、国民健康保険は国保連合会へ請求。）

https://www.ssk.or.jp/yoshiki/yoshiki_09_h30t.html
http://www.hiroshima-kokuhoren.or.jp
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＜国保連合会作成受診券・利用券様式例＞

　　これは国保連合会作成の様式例であり、独自に作成する保険者もあります。
　　独自に作成された様式は、本会作成様式例とは異なりますので、留意してください。

【利用券】

元号 

元号

元号 

【セット券】

元号 

元号 

元号 

【受診券】

元号

元号 

元号 
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3　請求ファイルの送付方法

　■　結果データ及び費用の請求

　　・電子データの送信、費用請求（次のいずれかの方法）
　　　①電子媒体（CD-R）を提出。（健診機関番号は、ケースではなく電子媒体の表面に直接記入。）
　　　② IP-VPNの専用閉域網回線、インターネット（オンデマンドVPN）を使用して送信。
　　・記録方法、様式（フォーマット）
　　　国が定める電子的な標準様式に準拠したもので、厚生労働省ホームページ等で確認してください。
　　　（厚労省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html）

　■　請求形態の届出

　　　請求形態に関する届出（オンライン請求の場合の「電子情報処理組織の使用に関する届出」及び
「電子証明書発行依頼書」を含む。）は、支払基金へ健診機関の登録の際に行います。

　　　国保連合会への届出は不要です。

4　業務処理の日程

★
★

月□月●月△

健診等機関にて実施 

  ５日〆切

事務点検・資格確認 △月までの実施データ
を国保連に送付

●月処理分支払額通
知発送（２０日頃）

●月処理分振込
（２８日頃）

　■　費用の請求

　　・電子媒体による請求（提出された電子媒体の返却は行いません。）
　　　毎月 5 日（土日・祝日の場合は翌営業日）までに国保連合会へ提出してください（郵送の場合は

必着）。期日以降に提出されたものは、翌月処理となります。
　　・オンラインによる請求（随時、送信可能です。）
　　　ただし、1～5 日に実施したデータは、当月 5 日（土日・祝日の場合は翌営業日）までに請求す

ることはできません。6 日以降に請求してください。
　　　（例：5 月 5 日に送信で 5 月 1 日～5 日実施分の請求は不可）

　　○　健診等機関への支払いは、請求月の翌月末日まで（28 日頃）に行います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html
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5　特定健康診査及びその他の健診の費用請求

　■　健診の費用請求

　　　費用請求は、医療保険者等との契約に基づきます。契約内容を確認のうえ請求してください。
　　　主な留意事項は、次のとおりです。

【市町国保、国保組合】

　　○　特定健康診査（個別健診）は、国保連合会へ請求。

【市町国保】

　　○　令和 2 年度から追加健診 4 項目を一律に実施し、国保連合会へ請求。
　　　　　追加健診：「貧血」、「血清クレアチニン（eGFR含む）」、「ヘモグロビンA1c」、「血清尿酸」追

加健診 4 項目の費用は、国保連合会に請求してください。
　　○　市町国保が独自に行う“市町独自項目”の請求は、契約内容を確認して行ってください。
　　　　　国保連合会又は市町国保に直接請求する場合があるので、ご注意ください。
　　※市町国保の集団健診は、直接、市町国保に請求する場合もあります。

【市町国保の場合】

種別 国保連合会 市町国保
特定健康診査＋追加健診 4 項目 ○
特定健康診査＋追加健診 4 項目＋市町独自項目 ○ △注

（注）市町独自項目は、直接、市町国保へ請求する場合があります。
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6　請求データの入力方法

　■　請求データの入力事例（参考）

　　　請求データ例は、国保連システム画面を基に“請求データ”のみ示しています。
　　　請求ファイルには、“請求データ”と対になる“検査の結果データ”が必要となりますので、ご留

意ください。

　【国保組合】

　・請求データ例①…基本的な健診のみ

　・請求データ例②…基本的な健診＋詳細な健診（貧血検査）

　【市町国保】

　・請求データ例③…基本的な健診＋追加 4 項目のみ

　・請求データ例④…基本的な健診＋追加 3 項目＋詳細な健診（貧血、眼底検査）

（注）事例に示す金額は、広島県医師会との集合契約における令和 8 年度の個別健診の金額です。契約によって金額が異なる場合
があるので、注意してください。

（注）市町国保の事例については、国保連合会のホームページに資料「令和 8 年度　特定健康診査の追加健診実施にかかる請求パ
ターン等」を掲載していますので確認してください。

7　請求データにおけるエラー情報

　■　主なエラーメッセージ及び対応策（参考）

エラーメッセージ 対応策

1

○受診券整理番号または受診券有効期限が、未入力もしく
は誤っています。
返戻しますので、該当の方の受診券を確認し、修正して再
請求してください。

該当の方の受診券を確認して、受診券整理番号もし
くは有効期限を修正または入力してください。
※なお後期の請求については、受診券整理番号及び
有効期限の入力は不要です。

2

○保険者番号、被保険者証番号、氏名、生年月日、性別が
一致しません。
該当の方の資格情報を再度確認し、修正して再請求してく
ださい。

左記の項目のいずれかまたは複数に誤りがあるの
で、該当の方の資格情報（受診券等）を確認のうえ
修正してください。

3

○決済情報について
基本的な健診の単価に誤りがあります。返戻しますので、
修正して再請求してください。

請求データの決済情報の基本健診単価に誤りがある
ので修正してください。
※国保集合契約のR8年度の基本健診単価は8,734円
です。
※後期と集団健診等の基本健診単価については、該
当の保険者と個別に結んでいる契約書を確認して
ください。

4

○追加健診について
県内統一の必須追加健診の一部または全部について、健診
結果が登録されておらず、費用が請求されていません。返
戻しますので、修正して再請求してください。
県内統一の必須追加健診は以下の 4 項目です。
①貧血検査（ヘマトクリット、血色素量、赤血球数）、②
HbA1c（食後10時間以上の場合）、③血清尿酸、④血清ク
レアチニン（eGFRを含む）
なお、健診実施機関と保険者が協議の上、未実施項目があ
る状態で本会に請求する場合には、「備考」の項目を利用
し、保険者に了承を得た旨を記載してください。

左記に記載している国保集合契約の必須追加健診の
4 項目のうちいずれかまたは全ての項目の健診結果
と健診単価が入力されてないので、入力してくださ
い。
追加健診を未実施のまま請求することについて保険
者の了承を得ている場合は、健診結果を未実施で登
録し、備考欄に了承の旨を記載してください。
※国保連合会のホームページにある「令和 8 年度特
定健診の追加健診実施に係る請求パターン等につ
いて 」の PDFファイルも参考にしてください。
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【国保組合】

請求データ例①＜基本的な健診のみ＞

決済情報
請求区分 基本的な健診 委託料単価区分コード（注 1） 個別健診

窓口負担情報（注 2）

窓口負担コード 負担金額 負担率 保険者負担上限額
基本的な健診項目 ア　　円 ％
詳細な健診項目 円 ％
追加健診項目 円 ％

単価情報

単価（円）
基本的な健診 8,734 円

詳細な健診
（A）

貧血検査 円
心電図 円
眼底検査 円
血清クレアチニン検査（eGFR含む） 円

請求情報（注 2）

基本的な健診の窓口負担金額 ア 円
詳細な健診の窓口負担金額 円
追加健診・人間ドックの窓口負担金額 円
単価合計金額　　〔小計①〕 8,734 円
窓口負担金額　　〔小計②〕 ア 円
他の検診による負担金額 円
保険者への請求金額 小計①－小計② 円

＜データ入力注意点＞

　注 1　委託料単価区分コード（個別健診 or 集団健診）
　　　　国保組合と集団健診の契約をしていない健診機関は、必ず個別健診となります。
　注 2　窓口負担情報及び請求情報（ア）
　　　　必ず受診券を確認のうえ、受診者負担の有無を入力してください。
　　　　広島県内の国保組合は受診者の負担なし（無料）。

国保連合会へ請求する場合
は、入力できません
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【国保組合】

請求データ例②＜基本的な健診＋詳細な健診（貧血）＞

※詳細な健診として、「心電図」、「眼底検査」、「血清クレアチニン（eGFR含む）」を実施した場合は、実施し
た項目の単価情報に検査単価を入力してください。

決済情報
請求区分 基本的な健診＋詳細な健診 委託料単価区分コード（注 1） 個別健診

窓口負担情報（注 2）

窓口負担コード 負担金額 負担率 保険者負担上限額
基本的な健診項目 ア　　円 ％
詳細な健診項目 イ　　円 ％
追加健診項目 円 ％

単価情報

単価（円）
基本的な健診 8,734 円

詳細な健診
（A）

貧血検査 231 円
心電図 円
眼底検査 円
血清クレアチニン検査（eGFR含む） 円

請求情報（注 2）

基本的な健診の窓口負担金額 ア 円
詳細な健診の窓口負担金額 イ 円
追加健診・人間ドックの窓口負担金額 円
単価合計金額　　〔小計①〕 8,734＋（A） 円
窓口負担金額　　〔小計②〕 ア＋イ 円
他の検診による負担金額 円
保険者への請求金額 小計①－小計② 円

＜データ入力注意点＞

注 1　委託料単価区分コード（個別健診 or 集団健診）
　　　　国保組合と集団健診の契約をしていない健診機関は、必ず個別健診となります。
注 2　窓口負担情報及び請求情報（ア、イ）
　　　　必ず受診券を確認のうえ、受診者負担の有無を入力してください。
　　　　広島県内の国保組合は受診者の負担なし（無料）。

国保連合会へ請求する場合
は、入力できません
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【市町国保】

請求データ例③＜基本的な健診＋追加 4項目のみ＞

※令和 2 年度から、県内全ての市町国保は、「貧血」、「血清クレアチニン（eGFR含む）」、「ヘモグロビ
ンA1c」、「血清尿酸」を必須項目として実施しています。

決済情報
請求区分 基本的な健診＋追加健診 委託料単価区分コード（注 1） 個別健診

窓口負担情報（注 2）

窓口負担コード 負担金額 負担率 保険者負担上限額
基本的な健診項目 負担なし 円 ％
詳細な健診項目 円 ％
追加健診項目 負担なし 円 ％

単価情報

単価（円）
基本的な健診 8,734 円

詳細な健診
（A）

貧血検査 円
心電図 円
眼底検査 円
血清クレアチニン検査（eGFR含む） 円

追加健診
（B）

貧血検査 231

血清クレアチニン検査（eGFR含む） 121

ヘモグロビンA1c 539（注3）

血清尿酸 121

請求情報（注 2）

基本的な健診の窓口負担金額 0 円
詳細な健診の窓口負担金額 円
追加健診・人間ドックの窓口負担金額 0 円
単価合計金額　　〔小計①〕 8,734＋（B） 円
窓口負担金額　　〔小計②〕 0 円
他の検診による負担金額 円
保険者への請求金額 小計①－小計② 円

＜データ入力注意点＞

注 1　委託料単価区分コード（個別健診 or 集団健診）
　　　　市町国保と集団健診の契約をしていない健診機関は、必ず個別健診となります。
注 2　窓口負担情報及び請求情報

　　　　必ず受診券を確認のうえ入力してください。市町国保は受診者の負担なし（無料）。
注 3　追加健診 4 項目（ヘモグロビンA1c）

　　　　検査が食後 10 時間未満の場合は、基本的な健診（血糖）でヘモグロビンA1c を実施するため、追加健診として実施・請求はで
きません。（基本的な健診 8,734 円に含まれます。）

　　　　食後 10 時間以上の場合は、基本的な健診（血糖）が空腹時血糖なので、追加健診として実施・請求。

国保連合会へ請求する場合
は、入力できません
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【市町国保】

請求データ例④＜基本的な健診＋追加 3項目＋詳細な健診（貧血、眼底）＞

※令和 2 年度から、県内全ての市町国保は、「貧血」、「血清クレアチニン（eGFR含む）」、「ヘモグロビ
ンA1c」、「血清尿酸」を必須項目として実施します。

決済情報
請求区分 基本的な健診＋詳細な健診＋追加健診 委託料単価区分コード（注 1） 個別健診

窓口負担情報（注 2）

窓口負担コード 負担金額 負担率 保険者負担上限額
基本的な健診項目 負担なし 円 ％
詳細な健診項目 負担なし 円 ％
追加健診項目 負担なし 円 ％

単価情報

単価（円）
基本的な健診 8,734 円

詳細な健診
（A）

貧血検査 231 円
心電図 円
眼底検査 1,232 円
血清クレアチニン検査（eGFR含む） 円

追加健診
（B）

貧血検査 0

血清クレアチニン検査（eGFR含む） 121

ヘモグロビンA1c 539（注3）

血清尿酸 121

請求情報（注 2）

基本的な健診の窓口負担金額 0 円
詳細な健診の窓口負担金額 0 円
追加健診・人間ドックの窓口負担金額 0 円
単価合計金額　　〔小計①〕 8,734＋（A＋B） 円
窓口負担金額　　〔小計②〕 0 円
他の検診による負担金額 円
保険者への請求金額 小計①－小計② 円

＜データ入力注意点＞

注 1　委託料単価区分コード（個別健診 or 集団健診）
　　　　市町国保と集団健診の契約をしていない健診機関は、必ず個別健診となります。
注 2　窓口負担情報及び請求情報

　　　　必ず受診券を確認のうえ入力してください。市町国保は受診者の負担なし（無料）。
注 3　追加健診 4 項目（ヘモグロビンA1c）

　　　　検査が食後 10 時間未満の場合は、基本的な健診（血糖）でヘモグロビンA1c を実施するため、追加健診として実施・請求はで
きません。（基本的な健診 8,734 円に含まれます。）

　　　　食後 10 時間以上の場合は、基本的な健診（血糖）が空腹時血糖なので、追加健診として実施・請求。

国保連合会へ請求する場合
は、入力できません
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　社会保険診療報酬支払基金広島審査委員会事務局　

Ⅲ　特定健康診査等のデータの受付について

　■　受付・事務点検エラー

　　　特定健診等データの受付・事務点検エラー及び対応策等については、次のとおりです。

項番 エラー内容 対応策（事例）等
1 　ルートフォルダ名が誤っている

場合。
　支払基金の機関コードを誤って入力。
　支払基金の機関コードは“94899010”（固定）です。

2 　決済情報ファイルの被保険者記
号が空欄の場合。

　被保険者記号がない保険者でも、（国家公務員共済組合）
　被保険者記号欄に「－（ハイフン）」若しくは「／（スラッ
シュ）」を記録する保険者があるので、必ず受診券等の裏面
の注意事項を確認してください。

3 　特定健診・特定保健指導データ
ファイルの項目で、「1：特記すべ
きことあり」、「1：所見あり」と
なっているが所見等の項目が記録
されていない場合。

　既往歴・自覚症状・他覚症状で、「1：特記すべきことあ
り」と記録している場合は、その所見等を記録する。
　また、心電図で、「1：所見あり」と記録している場合は、
所見を記録する。

4 　「空腹時血糖」の検査結果が記録
され、「採血時間（食後）」が空欄
又は「2（食後10時間以上）」が記
録されていない場合

　「空腹時血糖」を実施した場合は、検査結果と共に、必ず
「採血時間（食後）」欄に、「2（食後 10 時間以上）」を記録
する。

5 　委託料単価区分（個別健診・集
団健診）と委託料単価の記録が
誤っている場合。

　委託料単価区分を個別健診とし、委託料単価を集団健診単
価で記録している場合が多くみられるので、再度、入力情報
を確認してください。

　なお、受付エラー連絡書等に印字しているエラーコード及びメッセージの説明及び事例について
は、支払基金ホームページに特定健診・保健指導システムエラーコード表を掲載していますので、
ご活用願います。
▣ 支払基金ホームページアドレス（https://www.ssk.or.jp/）

https://www.ssk.or.jp/
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③　集合契約に係る特定健康診査の実施項目（県内共通）
①必須項目：対象者全員に実施

項　目
被用者保険・国保組合 市町国保 金額

（円）食後10時間以上 食後10時間未満 食後10時間以上 食後10時間未満

基本

問　診 既往歴、服薬歴、喫煙習慣 ○ ○ ○ ○

8,734

身
体
計
測

身長 ○ ○ ○ ○
体重 ○ ○ ○ ○
腹囲 ○ ○ ○ ○
BMI ○ ○ ○ ○

診　察 理学的検査（身体診察） ○ ○ ○ ○
血　圧 収縮期血圧、拡張期血圧 ○ ○ ○ ○

血
液
検
査

脂
質

中性脂肪 ○ ○ ○ ○
HDLコレステロール ○ ○ ○ ○
LDLコレステロール ○ ○ ○ ○

肝
機
能

GOT（AST） ○ ○ ○ ○
GPT（ALT） ○ ○ ○ ○
γ-GTP（γ-GT） ○ ○ ○ ○

血
糖

空腹時血糖【食後 10 時間以上】 ○ ○
ヘモグロビンA1c【食後 10 時間未満】 ○ ○
随時血糖【食後 3.5～10 時間未満】＊ ○

尿検査
尿糖 ○ ○ ○ ○
尿蛋白 ○ ○ ○ ○

追加
血
液
検
査

ヘモグロビンA1c＊ ○ 539
血清尿酸 ○ ○ 121

貧
血

赤血球数 ★ ★
231血色素測定 ★ ★

ヘマトクリット値 ★ ★
血清クレアチニン（eGFR含む） ★ ★ 121

（小計）① 8,734 8,734 9,746 9,207

＊被用者保険・国保組合の受診者は、やむを得ず食後 3.5～10 時間未満に採血し、ヘモグロビンA1c を測定しない場合は、実施可
とする。
　市町国保の受診者は、ヘモグロビンA1c を一律実施し、上記基準を満たさないので、基本的な健診で随時血糖は実施できない。

②詳細な健診項目：◎当該年度の健診結果等が「実施基準に該当」かつ「医師が必要と認めた」場合
に実施

項　目 被用者保険・国保組合 市町国保
金額
（円）

詳細

12 誘導 心電図検査 ◎ ◎ 1,430
眼底検査（両側） ◎ ◎ 1,232

血
液
検
査

貧
血

赤血球数 ◎
231血色素測定 ◎

ヘマトクリット値 ◎
血清クレアチニン（eGFR含む） ◎ 121

（小計）②

〼市町国保は、〔貧血、血清クレアチニン（eGFR含む）〕を①必須項目で実施するが、「詳細」に該当した場合は「詳細」で請求する。

○…実施項目。
★…実施項目。貧血、血清クレアチニン（eGFR含む）が「詳細」に該当する場合は、受診者の保健指導等や国への負担金申請の
ため、必ず「詳細」で請求する。該当しない場合は「追加」で請求する。

◎…詳細な健診項目の「実施基準に該当」かつ「医師が必要と認めた」場合に実施。
　　健診結果データに「実施すると判断した理由」を記載する。

※医療保険者によって、独自契約がある場合もあるので、契約内容を確認してください。
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④　令和 8年度特定健康診査等の集合契約Bについて

■　年度途中からの特定健康診査・特定保健指導の集合契約に参加される健診等実施機関の追加
募集は、年 3 回行います（第 1 回：6 月、第 2 回：9 月、第 3 回 12 月）。

　　　参加を希望される健診等実施機関は、第 1 回 6 月 19 日、第 2 回 9 月 18 日、第 3 回 12 月
18 日までに、各所属地区医師会事務局へ連絡してください。

　　　追加実施機関の特定健診等開始日は、7 月 1 日～（第 1 回）、10 月 1 日～（第 2 回）、1
月 1 日～（第 3 回）となりますのでご注意ください。

　1　集合契約先　集合契約は、各代表保険者と県医師会との契約となります。

集合契約の対象保険者等 代表保険者名（契約代表者名） 契約事業名

市町（国民健康保険担当課） 広島県国民健康保険団体連合会
特定健康診査・特定保健指導
（対象者：40 歳～74 歳の方）

被用者保険（被扶養者分）
国保組合

全国健康保険協会広島支部
特定健康診査・特定保健指導
（対象者：40 歳～74 歳の方）

※集合契約B参加医療機関等は、広島県内の市町国保の被保険者と、契約するすべての被用者保険を利
用する者を対象に健診等を実施。

　2　契約内容について

　　（1）特定健康診査

　　○実施機関の基準については、厚生労働大臣告示等を参照してください。
　　　（厚生労働省ホームページ　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html）

　　○令和 8 年度から新たに特定健康診査等実施機関となる場合は、次の事項をすみやかに行ってくだ
さい。

　　　既に行っている機関は、必要がありません。
　　　 ・「運営についての重要事項に関する規定の概要」の公開
　　　　・社会保険診療報酬支払基金（支払基金）へ「特定健診・特定保健指導機関届」を提出
　　　　・広島県国民健康保険団体連合会（国保連）へ「特定健診等費用の請求及び受領に関する届」を提出

　　○費用の請求について
　　　・検査結果及び請求データは、厚生労働省が定める様式により電子化ファイルの作成を行い、支

払基金又は国保連へ提出となっています。
　　　・貴院（特定健診機関。以下同じ）において電子データの作成ができない場合は、地区医師会（又

は県医師会）へ相談してください。

　　○詳細な健診項目について
　　　・詳細健診は、当該年度の健診結果等が国の基準に該当するとともに医師が必要と認めた場合に

「貧血検査」、「眼底検査」、「心電図検査」、「血清クレアチニン検査（eGFRによる腎機能の評価
を含む）」のすべて又はいずれかを行います。

　　　・「眼底検査」、「心電図検査」ができない場合は、貴院が直接、各検査ができる医療機関へ依頼し
て行う必要があります。ただし、「心電図検査」は特定健診当日に実施した場合のみ、「眼底検
査」は特定健診当日から 1 ヶ月以内に実施した場合のみ、詳細な健診となります。

　　　　※請求・支払方法等については、貴院が依頼した医療機関と協議してください（表 1 参照）。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html
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　　　　　（表 1）貴院において「眼底検査」ができない場合

代行入力機関 

（地区医師会等） 

特定健診実施機関 

（特定健診実施機関の 

登録をしている医療機関） 

貴院が眼底検査

等を依頼した 

医療機関 

支払代行機関 

社保：支払基金 

国保：国保連 支払 

作成 依頼 

請求 
依頼 

※請求・支払

　　○市町国保における追加健診項目の標準化について【※詳細は P 8 を参照】
　　　・令和 2 年度より、市町国保において、これまで各市町で独自に実施されていた追加検査項目か

ら、「血清尿酸」「ヘモグロビンA1c」「貧血検査」「血清クレアチニン（eGFR含む）」の 4 項目
が標準化されました。この 4 項目は市町国保の対象者全員に実施します。

　　　・追加健診項目のうち、「貧血」「血清クレアチニン（eGFR含む）」については、詳細な健診項目
に該当している場合は、詳細な健診項目として請求することとなっています。

　　（2）特定保健指導

　　○実施機関の基準については、厚生労働大臣告示等を参照してください。
　　　（厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html）
　　※自機関における特定保健指導の実施体制、費用請求等の電子データの作成の対応について、ご確

認・ご検討の上、契約してください。

　　○健診結果が揃わない場合の初回面接の分割実施（一部の保険者のみ）
　　　　特定健康診査の受診後早期に面接を行うことで、健康意識が高まっている時に受診者に働きか

けることができるため、全ての検査結果が判明しない場合でも、特定健康診査実施日から 1 週間
以内において初回面接の分割実施を可能とする。

　　　　特定健康診査当日の初回面接を行う場合、動機付け支援及び積極的支援の両方を実施できるこ
とが条件となる。

　　　「集合契約B①」：特定健康診査当日の初回面接を行わない従前のもの
　　　「集合契約B②」：特定健康診査当日から 1 週間以内の初回面接を行うもの

　　○費用の請求について
　　　・特定保健指導結果及び請求データは、健診と同様に厚生労働省が定める様式において電子化ファ

イルの作成を行い、支払基金又は国保連へ提出となっています。
　　　・特定保健指導の電子データについては、代行入力機関へ依頼するか、フリーソフト等を用いて

作成してください。
　　　　（特定健診・特定保健指導の電子化に関するホームページ：https://kenshin-soft.mhlw.go.jp）

　3　契約金額

　　○契約金額には、問診票等の用紙、電子化ファイルの作成、受診者への結果通知等に係る費用が含
まれています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html
https://kenshin-soft.mhlw.go.jp
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　　〈令和 8 年度　集合契約Bの契約金額（消費税込み）〉（※追加健診項目は市町国保のみ）

特定健康診査

基本的な健診の項目 8,734 円

詳細な健診の項目

貧血検査 231 円
心電図検査 1,430 円
眼底検査（両側） 1,232 円
血清クレアチニン検査（eGFR含む） 121 円

追加健診項目
（市町国保のみ）

血清尿酸 121 円
ヘモグロビンA1c 539 円
貧血検査 231 円
血清クレアチニン検査（eGFR含む） 121 円

特定保健指導
動機付け支援（動機付け支援相当） 9,981 円
積極的支援 22,407 円

＊令和 7 年度より、被用者保険（社会保険関係）に限り、「集団健診」の実施が一部医療機関等において契約対象となります。集合契
約Bにおける集団健診の契約金額（消費税込み）は次の通りです。

特定健康診査

基本的な健診の項目 7,150 円

詳細な健診の項目

貧血検査 242 円
心電図検査 1,430 円
眼底検査 1,232 円
血清クレアチニン検査（eGFR含む） 121 円

　4　契約内容の変更届

　実施医療機関において、保険医療機関番号や医療機関名称、郵便番号、住所、電話番号等の変更が
ありましたら、①実施機関番号等変更届と②保険医療機関指定通知書の写し、それ以外の場合、地方
厚生局へ提出した変更届の写しを各地区医師会へ郵送くださいますようお願いいたします。
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Ⅴ　問い合わせ先

◆　被用者保険の特定健康診査等

・被用者保険の被扶養者については
「特定健康診査受診券（セット券）」に記載されている医療保険者　へ連絡してください。
・全国健康保険協会（協会けんぽ）の被扶養者については
「全国健康保険協会広島支部」電話 082－568－1011　へ連絡してください。

◆　国民健康保険の特定健康診査等

機関名 部署名 電話番号 機関名 部署名 電話番号
広島市 健康推進課 082-504-2290 呉市 福祉保健課 0823-25-3103
竹原市 市民課 0846-22-7734 三原市 保険医療課 0848-67-6050
尾道市 保険年金課 0848-24-1962 福山市 健康推進課 084-928-3421
府中市 健康推進課 0847-47-1310 三次市 健康推進課 0824-62-6232
庄原市 保健医療課 0824-73-1255 大竹市 保健医療課 0827-59-2153
東広島市 医療保健課 082-420-0936 廿日市市 健康推進課 0829-20-1610
安芸高田市 健康推進課 0826-42-5633 江田島市 保健医療課 0823-43-1639
府中町 健康推進課 082-286-3255 海田町 健康づくり推進課 082-823-4418
熊野町 税務住民課 082-820-5604 坂町 保険健康課 082-820-1504
安芸太田町 税務住民課 0826-28-2114 北広島町 町民保健課 0826-72-7353
大崎上島町 健康福祉課 0846-62-0303 世羅町 健康保険課 0847-25-0134
神石高原町 健康衛生課 0847-89-3366
歯科医師国保組合 082-261-1718 医師国保組合 082-258-3177

　◆　特定健康診査に関する問い合わせ先

内　容 機関名 電話番号
特定健康診査「受診券」の内容 「受診券」に記載されている医療保険者へ連絡してください。

請求 社会保険関係の請求 社会保険診療報酬支払基金広島審査委員会事務局 082-294-6761
請求 国民健康保険関係の請求 広島県国民健康保険団体連合会 082-554-0772
特定健康診査・保健指導「実施機関届」社会保険診療報酬支払基金広島審査委員会事務局 082-294-6761
特定健康診査・特定保健指導の制度 広島県（健康づくり推進課） 082-513-3214
広島県医師会の集合契約への参加 広島県医師会（地域医療課） 082-568-1511


